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１．店長は管理職？ ～先日の大手ハンバーガーチェーンの裁判を通して～ 

先月、ハンバーガーチェーン直営店の店長を管理職と見なして残業代を支払わないのは違法であるとの判決がありまし

た。最近では、同様な判決が紳士服販売店、家電販売店などでも相次いでいます。 

労働基準法では、管理･監督の地位にある者や機密の事項を取り扱う者、監視･断続労働の従事者で許可を受けた者

は、労働時間、休日、休憩の規定の適用が除外されます。ここでの管理･監督者とは、労働条件の決定などの労務管理に

ついて経営者と一体的な立場にあり、出退勤について厳格な制限を受けない地位の者とされています。 

世間一般的な認識では、店長ともなれば管理職であると見なされるかもしれませんが、過去の判決では労務管理につ

いて権限を持ち、出退勤に自由があり、仕事の内容や地位に見合った待遇を受けていなければ労働基準法上での管理･

監督者とは見なされず、残業代の支払いの対象となります。 

人件費の圧縮のために、管理職でもない社員に名目上だけの役職名を付けて都合の良いただ働きをさせることは論外

ですが、店長等が管理職であるために残業代の代わりに「店長手当」などの手当を支給しているケースでも、本来支払わ

なければならない毎月の残業代が、手当の額を超えてしまうような場合は労務管理上に、かつ

残業時間が長時間に及ぶときは、安全衛生管理上にも問題があるといえます。 

今回の報道では、筆者の知る限り残業労働が深夜に達することに対してまで言及している

新聞もテレビもありませんでしたが、仮に店長が労働基準法上に管理･監督者と見なされた場

合でも深夜労働や年次有給休暇の適用は除外されませんので、店長の労働時間が夜 10 時～

翌朝 5 時に渡ったときには深夜割増賃金の対象となることにも注意が必要となります。 

２．人事労務の現場より Ｑ＆Ａ  ～「身元保証書に有効期限はあるの？」～ 

Ｑ．当社では、就業規則に従業員の採用時に、身元保証書の提出を義務化しています。今は、有効期間を設けずにやって

いますが、何かに期限があると書いていました。身元保証に期限はあるのですか？あるなら更新は自動にできますか？ 

⇒Ａ．身元保証契約とは、身元保証人は従業員が会社に損害を与えた

場合、その損害を賠償することを約する契約です（身元保証に関する

法律１条）。従業員の入社手続きの際に「身元保証書」の提出をさせる

企業は数多く見受けます。身元保証書の有効期限は、契約時に決め

ていなければ「３年」、決めていれば「５年」ですので、保証人は無期限

に賠償するというわけではありません。また、保証責任はその従業員

の不誠実な行動によって引き起こされる事柄についてや、従業員の職位の変更等で保証人が監督出来ない時に、将来

に向かって契約を解除する権利が保障されています。実際に訴訟になってしまっても会社の監督過失などが考慮されて

賠償額が決定しますので、無制限に損害を賠償するわけでもありません。 

身元保証書の自動更新条項自体は禁止されているわけではありませんが、会社

が更新の手続きや通知を全く行わない場合は、自動更新は無効となる解釈が有力

です。基本は自動更新できないものと考え、引き続き保証契約をする場合は、その

都度、身元保証人へ意思確認し新たに身元保証書を提出してもらいましょう。 

● 編集後記 ●                         
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このたびのマクドナルドの訴訟を受けて、大手各社も、社内の見直しを迫られているようです。各
社、労務管理に関する対応は様々ですが、今後急速に問題視されるところではないかと予想されま
す。管理職の処遇についての臨検監査なども入る可能性も出てくるかもしれません。中小企業、ベ
ンチャー企業にとっても慎重に対応や場合によっては見直しをする必要が出てくるでしょう。その他
にいまだに調査でよくあがるのは「サービス残業」。これらの対応も、放置してはいけません。そうで
す、経営者の方は本業以外でもやることがたくさんあります。 

一足飛びにすべての問題を解決することは難しいかもしれませんが、事情に応じて誠心誠意お客
様と向き合って改善を進めていきますので、これからも気軽にご相談ください！（秋山） 
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サイトリニューアルしました

身元保証書の有効期限と更新手続き 

①期間を定めない場合･･･３年 （一部５年） 

②期間を定める場合･･･５年 

更新について…保証人へ意思確認後、手順

を踏めば可能だが、再提出が望ましい。 


